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第１章 計画の改定にあたって 
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１ 計画改定の趣旨 

本市では、令和３年３月に「長岡京市教育振興基本計画(第２期）」を策定し、「心のふれあいを大

切に 生きる力※をはぐくむ 明日の長岡京を創る しなやかな人づくり」の基本理念のもと、「思

いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合える人」、「何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人」、

「幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人」を本市の教育が目指す市民の姿としました。その実現に向

けて令和３年度から１０年間で目指す４つの基本目標を定め、一人一台端末の整備、不登校※対応

への支援体制整備、体育館への空調整備など様々な教育改革に取り組んできました。 

しかし、本計画の策定後において、記録的な猛暑、地震や大雨などの自然災害の頻発、生成 AIを

はじめとするデジタル技術の進展など、教育を取り巻く状況に変化も見られるところです。 

国においては、令和５年６月に閣議決定された第４期教育振興基本計画で、「グローバル化する社

会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引

き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」、「地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた

教育の推進」、「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」、「計画の実効性確保のための

基盤整備・対話」の５つの基本方針と、１６の教育政策の目標、基本施策及び指標が示され、各施

策が着実に推進されています。また、次期学習指導要領※に向けて、「主体的・対話的で深い学び※」

の実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の３つの方向性を踏まえた議論が進められています。 

さらに、京都府教育委員会においては、第２期京都府教育振興プランの改定が進められていると

ころです。 

そこで、長岡京市教育委員会では、本計画に基づく施策の進捗状況・評価とともに、教育を取り

巻く環境の変化、国や京都府の動向などを踏まえ、本計画が示す「基本理念、目指す人間像、基本

目標」を継承しつつ、今後５年間で必要な施策を本計画に盛り込むため、中間改定を行うものです。 

  



3 

２ 計画の位置づけ・計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第１７条第２項に規定されている「地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画」として策定しています。 

また、まちづくりの基本方針である「長岡京市第４次総合計画」の方向性を踏まえた教育に関

する分野別計画であり、他の本市関連計画とも整合性を図りながら施策を推進していくものです。 

なお、今回の中間改定に合わせて、「長岡京市子どもの読書活動推進計画」と「長岡京市文化芸

術推進ビジョン（地方文化芸術推進基本計画）」を本計画に統合し、他の教育分野との連携を図り、

一層積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間であり、この度の中間見直しに

より改定した計画は令和８年度から１２年度の５年間を対象とします。 

なお、社会状況の大きな変化などにより必要な場合は、適宜見直しを行うものとします。 
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第４期教育振興 
基本計画 

【文部科学省】 
 

参酌 

市の関連個別計画 
(長岡京市こども計画及び第３期
子ども・子育て支援事業計画) 

長岡京市第２期 
教育振興基本計画(改定版) 

長岡京市文化芸術推進ビジョン 

長岡京市子どもの読書活動推進計画 

長岡京市第４次総合計画（第３期基本計画） 

京都府第２期 
教育振興プラン 

(改定版) 

整合 

参酌 統合 

長岡京市文化財保存活用地域計画 

第２期長岡京市スポーツ推進計画 

長岡京市第２期教育振興基本計画 

整合 
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３ 中間見直しの策定体制 

（１）「長岡京市教育振興基本計画審議会」の設置 

本計画の中間見直しに当たり、有識者、関係団体、公募市民など１１名を長岡京市教育振興基

本計画審議会委員として委嘱し、「長岡京市教育振興基本計画審議会」を設置し、計画の中間見直

しについて審議しました。 

 

（２）パブリックコメントの実施 

中間見直し内容について、市民からの幅広い意見を考慮して最終的な意思決定を行うために、

令和７年１２月１７日から令和８年１月１６日にかけて『長岡京市第２期教育振興基本計画中間

見直し(案）』に対する意見募集（パブリックコメント）を実施しました。 

 

（３）意見聴取の実施 

令和８年１月に、市民参加型合意形成プラットフォーム「Voice NAGAOKAKYO」を活用した児童

生徒の意見聴取を実施しました。 

① 対象 

小学生：市立小学校に通う小学４，５，６年生 

中学生：市立中学校に通う中学１，２年生 

 

② 方法 

対象学年の各教室にポスターを掲示し、児童生徒が GIGA 端末で QR コードを読み取り、各

自で意見を投稿する形式。   

 

③ 質問項目 

「あなたは、どんな学校に通いたいと思いますか？」 

 

④ 結果 

（注）意見聴取結果の一部については、本計画書資料編「意見聴取結果からみる長岡京市の教

育」（95P～）に掲載しています。 

開催期間 対象者 対象者数 投稿件数 

令和８年１月８日(木) 

～ 

１月２３日(金) 

小学４，５，６年生 ２,３１５人 ７２１件 

中学１，２年生 １,４３０人 １７８件 

合計 ３,７４５人 ８９９件 


